
平成２８年度包括外部監査における意見及び対応状況(総括表)

頁 対応済 今後
実施 検討中 その他 備　考

Ⅱ 荒川区の芸術文化施策におけるＡＣＣとの協力関係の
明確化等について

1 ＡＣＣと指定管理者との間におけるより一層の協力関
係の構築等について

(1) ＡＣＣと指定管理者との間におけるより一層の協力関
係の構築について

P42 〇

(2) 芸術文化振興プランにおけるサニーホール及びムーブ
町屋の役割及びＡＣＣとの協力関係等の明確化

P44 〇

2 所管部署の一元化について P46 〇

Ⅲ 指定管理者のモニタリング・収支報告等について

1 指定管理業務に対する実績評価方法について P47 〇

2 本社経費の取扱いについて

(1) 適切な収支報告の徴収について P52 〇

(2) 本社経費の明確化について P54 〇

3 指定管理者からの収益還元方法の多様化について

(1) 還元額算定方法の統一について P56 〇

(2) 収益還元方法の多様化について P57 〇

4 （補足）荒川区における指定管理者制度の見直しにつ
いて

P59 〇

5 発生主義に基づくコスト計算について

(1) 荒川区が直接負担するコストの試算

① コストの試算方法 p61 課題なし
意見なし

② サニーホールの管理運営に要した荒川区のコスト p62 課題なし
意見なし

③ ムーブ町屋の管理運営に要した荒川区のコスト p62 課題なし
意見なし

(2) 指定管理者の管理運営費も含めた総コストの試算方法

① 指定管理者の管理運営費も含めた総コストの試算方
法

p63 課題なし
意見なし

② サニーホールの総コスト p63 課題なし
意見なし

③ ムーブ町屋の総コスト p64 課題なし
意見なし

④ 利用料金水準の設定にあたっての考え方の開示につ
いて

p65 〇

(3) 減価償却費の算定基礎と固定資産台帳の整備・運用に
向けて

① 減価償却費の算定基礎 p66 課題なし
意見なし

② サニーホールの減価償却費 p67 課題なし
意見なし

③ ムーブ町屋の減価償却費 p67 課題なし
意見なし

④ 今後の固定資産台帳の整備・運用に向けて p68 〇
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頁 対応済 今後
実施 検討中 その他 備　考

Ⅳ 施設利用及び利用料収入関連について

１ 施設の申込手続等の概要及び利用料金納付に係る特例
について

(1) 施設の申込手続等の概要について

①　申込手続について p69 課題なし
意見なし

②　施設利用時について p70 課題なし
意見なし

③　利用者が使用する備品等について p70 課題なし
意見なし

(2) 利用料金納付に係る特例について p71 課題なし
意見なし

2 特定の文化団体への取扱いについて p72 〇

3 前受金の管理について p74 〇

4 消費税率（地方消費税率を含む。）の引上げに伴う利
用料金への転嫁ついて

p76 〇

5 区民等以外の利用料金の見直しについて p78 〇

6 ＡＣＣの主催事業にかかるチケットの販売代行につい
て

p80 〇

7 運用ルールの明文化について p82 〇

8 「直接取引」の取扱いについて p84 〇

9 新予約システムの安定稼働について p86 〇

10 荒川区及びＡＣＣの利用に係る機会損失等について

(1) 利用料金納付に係る特例の運用について p87 〇

(2) ＡＣＣの利用に係る機会損失等の回避について p87 〇

(3) 荒川区の利用に係る機会損失等の回避等について p89 〇

Ⅴ 支出・施設管理関連について

1 人件費関連について

(1) ムーブ町屋における人員配置について p93 〇 見解の相違

(2) 荒川区への提出書類について

① 賃金台帳及び賃金台帳一覧表の集計方法等について p94 〇

② 雇用契約書について p95 〇

(3) 舞台技術スタッフの増員に係る人件費について p95 〇

(4) 「直接取引」に要する人件費について

① 指定管理業務の収支報告書への計上について p95 〇

② 受注方法について p96 〇
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頁 対応済 今後
実施 検討中 その他 備　考

2 保守点検作業報告書に係る取扱方針の明確化について p97 〇

3 修繕費及び資産管理関連について

(1) ラングウッド分担金の共用部分計画修繕工事について

① 営繕課による工事金額の検討について p102 〇

② 共用部分計画修繕工事に係る負担割合の見直しにつ
いて

p102 〇 見解の相違

(2) ムーブ町屋の設備等の状況について

① 空調設備について p103 〇

② 防犯カメラについて p103 〇

(3) 備品等の管理状況について

① サニーホール関連分 p104 〇

② ムーブ町屋関連分 p105 〇

(4) 備品等（Ⅱ種）の取扱いについて p105 〇

4 区分所有施設に係る長期的な大規模改修方針の策定に
ついて

p108 〇

37事項 29 2 4 2 
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標題 現状 課題 意見 対応状況 

Ⅱ 荒川区の芸術文化施策におけるＡＣＣとの協力関係の明確化等について   

１ ＡＣＣと指定管理者との間におけるより一層の協力関係の構築等について   

P42 （１）ＡＣＣと指定

管理者との間

におけるより

一層の協力関

係の構築につ

いて 

 ＡＣＣの芸術文化事業に対し、指定管

理者はノウハウを提供する形で協力す

ることとされている。 

 ＡＣＣ主催事業のチケットについ

て、両館の窓口において販売代行を

行うことと、ＡＣＣ主催事業の一部

において、舞台技術や照明等に関す

るアドバイスを行う程度にとどま

っている。 

 現指定管理者であるさくらグループの代表企

業は、全国において、ホールや芸術劇場等の

指定管理業務を受託しており、施設の管理運

営のみならず、芸術文化事業を実施するノウ

ハウを有している。また、ＡＣＣも、区にお

ける芸術文化施策において、具体的な事業の

実施を担う重要な主体である。より質の高い

芸術文化事業を実施するためには、両者の協

力関係が重要であるとともに、ＡＣＣ及び指

定管理者ともに、協力関係を基に芸術文化施

策の一翼を担う責務がある。 

 平成 29年度実施の新たな指定管

理者候補者選定にて区及び ACC

への協力体制に対する具体的内

容の記載を求め、協力関係を築

くよう指定管理者を選定してい

く。 

対応済 

P44 （２）芸術文化振興

プランにおけ

るサニーホー

ル及びムーブ

町屋の役割及

びＡＣＣとの

協力関係等の

明確化 

 芸術文化振興プランにおいて、サニー

ホール及びムーブ町屋は、区民の自主

的な芸術文化活動の場とされており、

芸術文化振興プランの目標や理念を達

成する上で、重要な施設として位置付

けられている。 

 芸術文化振興プランには、区民への

場の提供以外に、両館がどういった

機能を期待され、どういった活用を

図ることを想定しているのかにつ

いては、必ずしも明確に記載されて

いない。 

 芸術文化事業の推進のため、ＡＣＣ

と指定管理者との協力関係につい

ては、特段の定めがない。 

 

 

 

 

 

 芸術文化振興プランの見直しにあたっては、

地域コミュニティ活動を含む区民の自主的な

芸術文化活動を支援するために、ソフト面に

おいて、両館が果たす役割を明確にすること

が望ましい。 

 協力関係の構築は、文化施設を活用した芸術

文化事業をより質の高いものとする上で、重

要な基盤となるものであり、芸術文化振興プ

ランに明定すべき基本方針の一つと考える。

今後、荒川区、ＡＣＣ及び指定管理者の三者

の間において、どのような協力関係を期待す

るのか整理した上で芸術文化振興プランに明

示し、その方針に沿った指定管理者の募集や

事業評価等を行うことが望ましい。 

 次期の芸術文化振興プラン策定

に当たっては、文化 3 施設に期

待する役割を明記するととも

に、区、ACC 及び指定管理者の協

力関係構築を盛り込む。 

対応済 
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標題 現状 課題 意見 対応状況 

２ 所管部署の一元化について   

P46   サニーホール及びムーブ町屋の所管課

は区民生活部区民課であり、芸術文化

施策に関することは、ＡＣＣに関する

ことと併せて、地域文化スポーツ部文

化交流推進課が所掌している。現状、

文化施設の運営管理という主にハード

面の管理は区民課が所掌し、文化施設

を利用して行われる事業も含めた文化

行政全般の事務は文化交流推進課が所

掌する形態となっている。 

 区民課は、募集要項に定める協議会

の設置といったＡＣＣと指定管理

者との関係も含めて、サニーホール

及びムーブ町屋の運営管理全般に

責任を負う部署であるが、ＡＣＣと

指定管理者との協力関係が構築で

きていない点については、本来、区

民課がより積極的にＡＣＣ及び文

化交流推進課に働きかけ、協力を阻

害する要因の洗い出しや、その解決

に向けての指導及び支援を行うべ

き事案であったものと考えるが、結

果的に、これがなされていない。 

 本来、芸術文化施策を効果的に実行するため

には、文化施設にかかるハード面の管理機能

と、芸術文化施策の方向性や具体的事業を企

画実施するソフト面での機能は、同一の所管

部署が担うことが望ましい。地域文化スポー

ツ部が新設される時期と荒川区民会館の大規

模改修と重なったことから、サニーホール及

びムーブ町屋の管理運営業務は、区民課のま

まとされたとのことであるが、本件の事案は、

所謂、縦割りの弊害が生じているものと言え、

今後、解消を図ることが望ましいものと考え

る。 

 平成 29年度から文化 3施設の所

管部署が文化交流推進課へ変更

となった。ハード面とソフト面

を同じ部署で管理することで縦

割りの弊害を取り除いていく。 

  

対応済 

Ⅲ 指定管理者のモニタリング・収支報告等について   

１ 指定管理業務に対する実績評価方法について   

P47   平成２７年度におけるサニーホール及

びムーブ町屋の指定管理者実績評価結

果表によると、基本評価項目の得点は

両館ともに７８点、その他の評価項目

は８点である。総合得点は８６点で、

総合評価はＡ（優れている）とされて

いる。 

 個別の評価項目においては、項目ご

との評価レベルについて、各レベル

において求める水準や、それに照ら

して、当該年度における実績もしく

は水準がどうであったかが、必ずし

も明確になっていない。 

 現状のサニーホール及びムーブ町屋の総合評

価結果に違和感はないが、今後、より客観的

で説得力のある制度とするため、各評価項目

の裏付けとして、具体的な評価指標を設定す

ることが望ましいものと考える。また、仕様

書、募集要項及び提案書等において示された

重要な事項については、それを指標化するこ

とが望ましい。併せて、指定管理業務を標準

的に実施した場合を中位水準の評価とし、定

量的もしくは具体性のある記述で定める等

し、各ランクの水準を明確に定めることが必

要なものと考える。 

 実績評価については、利用者の

実感と乖離しないよう施設特性

に応じた評価項目を設定するな

ど改善を図ってきたところであ

る。また今回の指定管理者制度

の見直しにあわせて、収支項目

を明確化するとともに、評価の

表記方法をより具体性のある記

述に一部変更した。今後も引き

続き、評価の精度向上に向けて

改善に努めていく。 

対応済 
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標題 現状 課題 意見 対応状況 

２ 本社経費の取扱いについて   

P52 （１）適切な収支報

告の徴収につ

いて 

 さくらグループは、予算作成時におけ

る指定管理料及び利用料金収入基準額

を基に、各構成員の業務に応じて、構

成員ごとの人件費や各種経費（光熱水

費、委託料等）並びに本社経費の額を

見積もった上で、これを積み上げて各

構成員への分配額を決定している。 

 本社経費は、人件費及び具体的な諸経

費以外で本社が負担する経費とされて

いるものの、特段、具体的な項目を積

み上げて積算されたものではない。 

 各構成員が業務を実施した結果、実際

の支出額が分配額と相違した場合であ

っても、原則として精算は行わず、分

配総額を一定とするよう本社経費を調

整する方法を採用している。 

 本社経費は分配額と実際の支出額

との調整弁としての性質を有する

ものとなっている。共同事業体内に

おける構成員間の分配のための収

支であれば問題ないが、これを区に

対する収支報告にも採用している

ことから、収支報告書上の支出額の

総額は、実際の支出額と相違するも

のである。 

 

 区への収支報告書においては調整前の支出額

を報告することが適当なものと考える。 

 平成 29 年度に平成 30 年度以降

の新指定管理者の公募を実施す

る。今回の公募から指定管理制

度の見直しを図っており、本部

経費の計上方法のルールを明確

化（積算方法・根拠が明らかな

もののみ認める）する。そのた

め、現在の本部経費での問題は

解消される。 

対応済 

P54 （２）本社経費の明

確化について 

 サニーホール及びムーブ町屋の本社経

費の予算額は、特段、具体的な項目を

積み上げて積算されたものではない。 

 区への納付額を算定するにあたり、収

支差額ではなく、利用料金収入が利用

料金収入基準額を超過した部分の５割

としていることから、本社経費の計上

額自体は納付額に影響しない。 

 本社経費について、その額の妥当性

にどこまでの合理性があるのか判

断できない。 

 指定管理者に対し、収支報告を求める意義は、

区への納付額を決定するだけではなく、指定

管理業務にかかった収支の実態を把握し、財

務面から、指定管理業務が適切に遂行された

ことを検証するための基礎資料であるととも

に、翌年度以降の収支計画の妥当性を検討し、

指定管理料の積算の根拠資料となるものであ

る。 

 適切な収支報告を受けるためには、直接費の

適切な集計のみならず、一定の根拠を有する

本社経費が計上されることが必要である。現

状、区から指定管理者に対して、本社経費の

定義等が示されていないが、少なくとも、次

の指定管理期間に係る公募時においては、本

社経費の定義及び計上範囲を明確にした上

で、収支の提案を求めることが必要である。 

 平成 29 年度に平成 30 年度以降

の新指定管理者の公募を実施す

る。今回の公募から指定管理制

度の見直しを図っており、本部

経費の計上方法のルールを明確

化（積算方法・根拠が明らかな

もののみ認める）する。そのた

め、現在の本部経費での問題は

解消される。 

対応済 
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標題 現状 課題 意見 対応状況 

３ 指定管理者からの収益還元方法の多様化について   

P56 （１）還元額算定方

法の統一につ

いて 

 サニーホール及びムーブ町屋は、年度

協定書第５条において、当該年度定め

る利用料金収入基準額を超える利用料

金収入が発生した場合には、その超過

額の５割を指定管理者は区に納付（還

元）する。 

 他の指定管理業務においては、収支差

額の 5 割を区に納付するものもあり、

複数の方法が併存している。 

 指定管理者制度は民間の能力の活用を目指したものであり、指定管理者が利益を獲得

することは、その原動力となるものであるが、公の施設を使用した収益獲得行為とい

う側面がある。  

 利用料金制度を採用する指定管理者に一定の収支差額が生じた場合に、区に対する還

元を求めることにも一定の合理性があり、一方で、指定管理者にとっては、当該業務

から得られる利益に大きな影響を与える事項であることから、利用料金制度を採用す

る指定管理者からの収益還元については、全区的な共通方針を策定した上で、指定管

理者の募集時において明示することが望ましい。  

 平成 30 年度の新協定期間から、

収支差額の 5 割を納付すること

を募集要項に明示し、区への還

元方法を明確化することとし

た。 

対応済 

p57 （２）収益還元方法

の多様化につ

いて 

 当該納付額は利用者から徴収した

利用料金を財源とするものである

が、一般会計の歳入として取り扱わ

れることから、区全体の財政には寄

与するものの、必ずしも、利用者に

対する直接的な還元が企図されて

いない。 

 利用料金収入が平成２７年度におけるサニー

ホールの収入の約５５％、ムーブ町屋の収入

の約４８％を占めていることから、当該納付

額の一定割合を、利用者により直接的に還元

する方策を検討することも意義あるものと考

える。指定管理者の創意工夫をより発揮させ、

一層の芸術文化施策の振興に資するために

も、区に資金を納付させるだけではなく、一

定の条件の下に、利用者に直接的に還元し得

る方策を検討することが望ましいものと考え

る。 

 区へ還元された収益は、一般会

計の歳入となるが、歳出として

芸術文化事業の充実にあてられ

ており、結果として、施設利用

者への還元は果たされていると

考えている。 

対応済 
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標題 現状 課題 意見 対応状況 

４ （補足）荒川区における指定管理者制度の見直しについて   

P59   区においては、これまでの包括外部監

査での指摘及び荒川区議会での議論等

を踏まえて、今後の指定管理者制度に

対する考え方を整理しつつあり、監査

が実質的に終了した後の平成２９年２

月に、見直しの方向性が示された。 

 課題なし  この見直しは、本社経費の取扱いのように、

これまで区としての明確な指針が存在せず、

各指定管理者によって実施方法が異なってい

た事項も含めて、指定管理者制度運用におけ

る業務や経理方法について、統一的な指針を

作成し、指定管理者と区とが、その指針に則

って業務や実績評価を行うことで、より明確

かつ、分かりやすい形で、指定管理業務の実

態を区民に示していくことを主眼とするもの

とのことである。詳細は今後、確定していく

ものの、①本部経費の経費項目として明確化、

②人件費に対する実費精算方式の導入、③当

初（予算段階）からの利益額の設定、④荒川

区への還元方法の明確化、⑤実績評価方法の

実効性向上策などが含まれており、これが実

行されれば、これまでの外部監査において指

摘されてきた事項の多くが解消に向かうもの

と期待される。 

 見直しの方向性をもとに、指定

管理者制度運用方針を改定し、

平成２９年度に公募を実施する

施設から今回の見直し内容を適

用している。また、今後も専門

家を活用した実績評価を実施す

るなど、実効性の担保に努めて

いく。 

対応済 
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標題 現状 課題 意見 対応状況 

５ 発生主義に基づくコスト計算について   

 （１）荒川区が直接負担するコストの試算   

P61 ①コストの試算方法  サニーホール及びムーブ町屋の管理運

営に関して、区がどれだけのコストを

負担しているのか把握するため、人件

費、固定資産取得価格、耐用年数、償

却方法を一定の仮定の上で試算した。 

 課題なし  意見なし  

P62 ②サニーホールの管

理運営に要した荒

川区のコスト 

 サニーホールの管理運営のために区が

直接負担したコストは９６,８１６千

円であり、利用者一人あたり６２７.５

円である。 

 課題なし  意見なし  

P62 ③ムーブ町屋の管理

運営に要した荒川

区のコスト 

 ムーブ町屋の管理運営のために区が直

接負担したコストは１６４,０１７千

円であり、利用者一人あたり１,３１

３.１円である。 

 課題なし  意見なし  

 （２）指定管理者の管理運営費も含めた総コストの試算   

P63 ① 指定管理者の管

理運営費も含め

た総コストの試

算方法 

 サニーホール及びムーブ町屋の管理運

営には、「利用料金制と指定管理料との

併用制」の指定管理者制度が導入され

ているため、利用者からの利用料金は

指定管理者の収入とされ、区の決算に

は、直接、利用料金収入や管理運営に

要する費用は計上されない。 

 課題なし  意見なし  
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標題 現状 課題 意見 対応状況 

P63 ② サニーホールの

総コスト 

 サニーホールの管理運営のための総コ

ストは１４３,６０６千円であり、利用

者一人あたり総コストは９３０.８円

と試算される。一方、利用者が、施設

利用の対価として支払った利用料収入

は５９,２９１千円であり、一人あたり

収入額は３８４.３円である。結果、総

コストに対する利用者負担率は４１.

２％となり、総コストの４割程度を利

用者が負担している。 

 課題なし  意見なし  

P64 ③ ムーブ町屋の総

コスト 

 ムーブ町屋の管理運営のための総コス

トは１９２,５４６千円であり、利用者

一人あたり総コストは１,５４１.５円

と試算される。一方、利用者が、施設

利用の対価として支払った利用料収入

は３２,６４８千円であり、一人あたり

収入額は２６１.４円である。結果、総

コストに対する利用者負担率は１６.

９％となり、総コストの２割弱程度を

利用者が負担している。 

 課題なし  意見なし  

P65 ④ 利用料金水準の

設定にあたって

の考え方の開示

について 

 区においては、公の施設の利用料金を

含む各種利用料及び使用料等について

は、荒川区使用料等検討委員会を設置

し、概ね３年ごとに、その水準の妥当

性を検討している。その際、前年度の

決算数値等を基礎とした原価計算を行

い原価を算定した上で、施設の種類ご

とに設定された利用者負担率を勘案

し、あるべき利用料金（基準利用料金）

を算定している。当該基準利用料金と

実際の利用料金との間の乖離が３割を

超える場合には、利用料金水準を見直

す検討を行うこととしている。 

 サービスの受益者である施設利用

者に応分の負担を求めることは、公

正性の観点からも重要であるとと

もに、利用者に負担を求めるに際

し、そのサービスの提供に要したコ

ストに照らして、どういった考え方

で、どの範囲のコストを、どの程度

の負担を求めることとしているの

か明示されていない。 

 新地方公会計制度により、各施設の減価償却

費や引当金等を含むコスト情報（原価）の把

握は、適時かつ容易になるとともに、固定資

産台帳に基づく厳密なコスト情報が広く、区

民も含めて広く開示されるようになることが

想定される。その際、区民を含む利用者に対

して利用料金水準に対する理解を促し、その

妥当性に納得感を持ってもらえるよう、設定

にあたっての考え方についても、併せて開示

することが望ましいものと考える。 

 新地方公会計制度により、コス

ト情報が広く区民に開示される

ことを踏まえ、利用料金の設定

にあたっての考え方を開示す

る。 

今後実施 
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標題 現状 課題 意見 対応状況 

 （３）減価償却費の算定基礎と固定資産台帳の整備・運用に向けて   

P66 ① 減価償却費の算

定基礎 

 公有財産台帳にはサニーホールの土地

（総取得価格：４１,３４６千円）及び

建物（総取得価格：２,０１２,１６６

千円）、ムーブ町屋の土地（総取得価

格：１,５１６,６４７千円）及び建物

（総取得価格：３,８６１,４８７千円）

が計上されている。 

 課題なし  意見なし  

P67 ② サニーホールの

減価償却費 

 サニーホールの減価償却費の対象とな

るものは、区分所有する建物のみであ

る。 

 課題なし  意見なし  

P67 ③ ムーブ町屋の減

価償却費 

 ムーブ町屋の減価償却費の対象となる

ものは、区分所有する建物と備品であ

る。 

 課題なし  意見なし  

P68 ④ 今後の固定資産

台帳の整備・運用

に向けて 

 平成２８年度からの新地方公会計制度

（東京都方式）の適用開始に向けて、

固定資産台帳の整備を進めている段階

であり、今般の監査においては、内容

の確認はできなかった。 

 課題なし  固定資産台帳を整備するにあたっては、取得

価額の情報を記録するのみならず、一つの施

設に関して、空調や電気・排水設備、その他

の器具備品などが、どの程度まで詳細に区分

し固定資産として認識するのか、そのメリッ

トと煩雑性とのバランスを取りながら、全庁

的に水準を統一して運用する必要がある。実

務上、一定の程度の細分化にとどめることは

必要であるが、余りに大括りな場合には、建

物本体の長い耐用年数に引きずられ、減価償

却費が過少に計上されるとともに、大規模改

修や取替工事の際に、適切な除却処理が困難

となるおそれがある。 

 区では、新公会計制度を開始し

た平成２８年度以降に建設また

は大規模改修を行う施設（建物）

について、建物及び建物設備（電

気設備、給排水衛生設備、空調

設備、昇降機設備、その他設備）

に区分して固定資産台帳に登載

することとした。これを受けて、

平成２８年度以降は、新規の建

設時はもちろん、大規模改修時

においても、資産形成に該当す

る場合には、上記の区分ごとに

金額や耐用年数を設定し、現在

額を把握するような運用を全庁

的に行っているところである 

 取得価格税込 100 万円以上の備

品を取得した際も、種類や材質

等により耐用年数を設定し、現

在額等を台帳管理している。 

対応済 
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標題 現状 課題 意見 対応状況 

Ⅳ 施設利用及び利用料収入関連について   

１ 施設の申込手続等の概要及び利用料金納付に係る特例について   

 （１）施設の申込手続等の概要について   

P69 ① 申込手続につい

て 

 申込期間については、区民等が区外の

利用者に対し、優先的（１か月前）に

申込みができ、区及びＡＣＣは、その

区民等より１日先行して申込みができ

る。 

 課題なし  意見なし  

P70 ② 施設利用時につ

いて 

 サニーホールのホール及びコンサート

サロン、ムーブ町屋の多目的ホールを

利用する場合、利用日の一定日前まで

に、舞台照明及び音響等の使用備品や

当日の進行などを確認するため、技術

担当者と打合せを行う必要がある。 

 課題なし  意見なし  

P70 ③ 利用者が使用す

る備品等につい

て 

 利用者は、自身で持ち込んだ物品等を

指定管理者に預けることはできず、複

数回の利用が予定されていても同様の

扱いとなる。 

 課題なし  意見なし  

P71 （２）利用料金納付

に係る特例に

ついて 

 施設の利用承認を受けた場合、直ちに

利用料金を前納しなければならない

が、区及びＡＣＣがサニーホールのホ

ール及びムーブ町屋の多目的ホールを

利用する時、前日までの納付が認めら

れているなど、特段の定めがある。 

 課題なし  意見なし  
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標題 現状 課題 意見 対応状況 

２ 特定の文化団体への取扱いについて   

P72   サニーホール及びムーブ町屋を利用す

る場合、仮予約日後１週間以内に利用

料金を納付する必要があるが、特定の

文化団体においては、仮予約日から利

用料金を納付し利用申請を行うまでの

期間が１週間を超えるにも関わらず、

これを容認する取扱いがなされてい

た。 

 特定の文化団体が使用する座布団やめ

くり台等の保管を指定管理者に依頼し

て、倉庫の空きスペース等に保管させ

ており、監査時に、サニーホール及び

ムーブ町屋の館内施設を視察した際に

おいても、当該物品類が保管された状

態であった。 

 平成元年のサニーホールの開館時において、文化施設の稼働率向上及び芸術文化の振

興を図るため、落語のイベントを開催するよう要請したことが発端とのことであり、

特例的な取扱いをしてきた。区内における芸術文化活動において、当該団体の活動が

果たす役割は大きいものではあるものの、特定の団体に対して特例的な取扱いを認め

ることの理由とはならない。本来、当該団体の活動が、区の芸術文化事業に対して貢

献するものであれば、ＡＣＣの主催事業として組み込む等、正規の方法で支援するこ

とが適切なものであり、現状の方法は、他の利用者との取扱いにおいて公平性に欠け

るものである。 

 

 特定団体に対し慣例的な取扱い

がなされていた事を確認したた

め、期間を超えた仮予約及び物

品の保管に関する実態を把握

し、平成 28 年 12 月末時点で全

て解消した。 

 現在、同団体には他の団体と同

様の取扱いで対応している。 

対応済 

３ 前受金の管理について   

P74   前指定管理者より納付されるべき前受

金の一部が未納となったことから、平

成２４年度以降の現指定管理者（さく

らグループ）からは、前受金に係る預

金口座を、指定管理業務用のものとは

別口座とするとともに、毎月の報告義

務を課す等といった前受金の管理体制

の強化が図られている。 

 所管課においては、従前と比べて、前受金の管理体制の強化が図られており、この点、

評価できるものであるが、毎年度の実績評価における財務状況の評価において、仮に

指定管理者の資金繰りに支障を来たすことが想定される場合に、どのように対応する

かルール化しておくことも必要である。 

 前受金の管理は、利用料金方式を採用する指定管理者制度において共通の問題点であ

り、区の統一的な前受金管理方針を策定することが望ましい。 

 前受金に関する統一的な取扱い

方法を定めた。 

対応済 
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標題 現状 課題 意見 対応状況 

４ 消費税率（地方消費税率を含む。）の引上げに伴う利用料金への転嫁ついて   

P76   消費税率（地方消費税率を含む。以下、

同じ。）については、平成２６年４月 1

日に５％から８％に引き上げられてい

るが、サニーホール及びムーブ町屋の

利用料金については特に改定は行われ

ていない。 

 消費税率の引き上げに伴う指定管

理者の負担増加分については、指定

管理料を増額することにより対応

されている。利用者ではなく、区民

を含めた納税者が負担しているこ

ととなる。 

 消費税率の１０％への引上げ時期として、平

成３１年１０月１日が予定されていることか

ら、利用料金への転嫁の適否について、改め

て検討を行う必要があるものと考える。なお、

公の施設の使用料・利用料金等に係る消費税

を円滑かつ適正に転嫁することの検討につい

ては、過年度の包括外部監査においても指摘

しており、引き続き、区内横断的な課題とし

て検討すべきものと考える。 

 施設使用料の原価計算につい

て、従来から消費税込の金額で

行っており、消費税引き上げ分

を利用者は負担していると認識

している。ただし、従来の手法

では消費税率の改定から施設使

用料の原価計算までタイムラグ

が発生するため、消費税率改定

時にあらためて原価計算を経ず

とも使用料改定を検討できるよ

うな仕組みについて今後研究し

ていく。 

検討中 

５ 区民等以外の利用料金の見直しについて   

P78   サニーホールの利用料金は、区民等と

区民等以外とで利用料金が異なってお

り、概ね区民等の８％程度高い利用料

金が設定されている。なお、ムーブ町

屋においては、特段の差異を設けてい

ない。 

 現状、サニーホール及びムーブ町屋

の各施設は概ね良好な稼働率を維

持しており、また、サニーホールの

コンサートサロンやムーブ町屋の

スタジオのように、区民等以外の利

用率が相対的に高い施設もある。こ

のような状況下において、区民利益

の最大化という観点から、ムーブ町

屋において区民等以外の利用料金

を設定することや、既に区民等以外

の利用区分が設定されているサニ

ーホールにおいて、区民等以外の利

用料金を引き上げる余地もあるも

のと考える。 

 今後、区民等以外の利用料金について、サニ

ーホールにおける適正水準の検討及びムーブ

町屋における区民等以外の利用料金設定の適

否について、あらためて検討することが望ま

しいものと考える。 

 施設利用については、原則とし

て、利用料金や予約方法等にお

いて区民等の利用を優先させる

システムを取っている。ムーブ

町屋は区民利用がメインである

ことから区外料金を設定してい

ないが、今後、区民利用率や施

設特性を踏まえながら、その必

要性を検討する。 

検討中 

  



                            平成２８年度荒川区包括外部監査結果報告                                       

12 

標題 現状 課題 意見 対応状況 

６ ＡＣＣの主催事業にかかるチケットの販売代行について   

P80   ＡＣＣの主催事業にかかるチケットに

ついては、ＡＣＣとさくらグループと

の間において、チケット販売管理等に

関する協定書が締結されており、サニ

ーホール及びムーブ町屋におけるＡＣ

Ｃ主催の事業に関わるチケットの販売

をさくらグループに無償で委託する。

また、さくらグループが町屋文化セン

ターにおいて事業を実施する場合に

は、その事業に関わるチケットの販売

をＡＣＣに無償で委託する。 

 一般には、インターネットによる事前

予約や、コンビニエンスストアの端末

等でのチケット受取が広く利用されて

いる。 

 販売代金は、タイミングによっては

多額となることがあるだけでなく、

販売代金の紛失や計算間違い等が

生じる可能性もあるが、現状のチケ

ット販売管理等に関する協定書に

おいては、販売枚数の記録に関する

総括的な報告様式が定められてい

るのみである。 

 窓口におけるチケット販売しか取

り扱わず、電話予約すら受け付けな

いような体制では、利用者の利便に

資するには不十分である。 

 毎年度、継続的に実施されているものであり、

今後も継続するのであれば、ＡＣＣと指定管

理者との任意の協定という位置付けではな

く、指定管理業務の中に明確に位置付け、基

本協定書等において、販売枚数の記録や代金

管理の方法等について定めるとともに、販売

代金の紛失や計算間違い等の場合も含めた責

任関係についても、明定することが望ましい

ものと考える。 

 今後、取扱方法の多様化も含めて、検討する

ことが望まれる。 

 ＡＣＣの主催事業にかかるチケ

ット販売は、文化施設を含めた

６か所の窓口販売、電話予約及

びホームページ予約で対応でき

ており、多様な取扱方法で販売

されている。 

 指定管理者はＡＣＣへの協力の

一環としてチケット販売代行を

行っている。今後は、更に利用

者の利便に資する方法について

検討していく。 

検討中 

７ 運用ルールの明文化について   

P82   日暮里サニーホール及びムーブ町屋の

施設の予約、利用及び利用料金の徴収

等については、条例及び同条例施行規

則に基づき行われるが、定めが無いも

のについては、現場の運用に任せられ

ている。また、利用者の便宜を図る趣

旨から、当該定めとは異なる取り扱い

がされているケースがある。 

 利用者の利便に供する事項や条例

等の定めの不備を補う運用が多い

が、様々な判断を、現場の運用に任

せることには利点と欠点がある。現

場の指定管理者に裁量に幅を持た

せることで、利用者への柔軟な対応

が可能となる一方、裁量の余地が入

ることにより、利用者の個別事情に

左右され判断がぶれる可能性があ

る。また、その取扱いが必ずしも周

知されていないことから、これを知

らない利用者が不利益を被る可能

性もある。 

 現行の条例等に定められておらず、現場の運

用に任せている事項を洗い出し、必要であれ

ば、規定を整備する等、取り扱いを明確化し、

広くその内容を周知できるようにすべきであ

る。 

 既にルール化されている規則に

ない運用については、現場の実

態に合うように規則改正にて対

応した。 

また、指定管理者独自の取り組み

となる部分は、区と指定管理者で

協議書を取り交わし、取り組みの

管理を徹底した。 

対応済 
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標題 現状 課題 意見 対応状況 

８ 「直接取引」の取扱いについて   

P84   指定管理者（さくらグループ）の構成

員である株式会社共立及び株式会社ス

ペースネットワークに関しては、利用

者からの要望に基づき、指定管理業務

外の業務として受注している取引があ

る。 

 直接取引は、指定管理業務に付随し

て生ずる取引であり、かつ、指定管

理者（さくらグループ）の構成員が、

公の施設を使用して収益を獲得す

る行為であるが、当該取引から生じ

た収入については、指定管理者の収

入の一部として計上されていない。 

 荒川区民会館の指定管理業務においても、株

式会社共立は指定管理者である共同事業体の

構成員となっており、同様の取引を行ってい

たが、２５年度の外部監査での指摘を受け、

指定管理業務による収入として、収支報告書

に計上することに改められている。サニーホ

ール及びムーブ町屋においても、指定管理業

者の収入として、収支報告書に計上するよう

指導する必要がある。 

その場合、利用者から受領した代金を収入と

して計上するだけではなく、配置した舞台技

術等の要員に係る人件費についても、実績額

を支出として計上するとともに、当該収支を

反映させた収支予算を基礎とした指定管理料

の積算を行うことが必要である。 

 株式会社スペースネットワークが実施してい

る直接取引（ケータリングサービス）につい

ても同様であり、指定管理者の収入として計

上する必要がある。加えて、これに要する費

用が生ずるのであれば、その実績額を支出と

して計上するとともに、当該収支を反映させ

た収支予算を基礎とした指定管理料の積算を

行うことが必要である。 

 平成 30年度の新協定期間から指

定管理者構成団体による直接取

引は、荒川区民会館と同様に収

支報告書に盛り込むよう求め

る。 

 平成 30年度の新協定期間からケ

ータリングサービスについても

（株）共立による直接取引と同

様の取扱いとし、収支報告書に

盛り込むよう求める。 

対応済 

９ 新予約システムの安定稼働について   

P86   利用予約に関しては、荒川区施設予約

システムから仮予約を行うことが可能

である。当該予約システムは、平成２

８年３月２３日より新予約システムが

稼働し、同年３月３０日より本稼働が

開始されている。 

 新予約システムへの移行に伴い、こ

れまで出力していた帳票類が出力

できなくなり、システム様式の追加

をシステムベンダに対して依頼す

ることや、システム変更により生じ

た業務上の不具合について、改善要

望を行う状況にある。 

 システムの変更にあたっては、区（システム

所管課、利用所管課）、区から依頼を受けたシ

ステムベンダ及び指定理者による緊密な連携

が重要とされるところであり、利用者にとっ

て、不利益とならぬよう、細心の注意を払い

対応することが必要である。 

 新予約システムへの変更で生じ

た業務上の不具合は、取りまと

めてシステム所管課へ提出済で

ある。システム変更に当たって

は、システム所管が間に入り、

指定管理者とシステムベンダで

の緊密な連携を果たしていく。 

対応済 
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標題 現状 課題 意見 対応状況 

１０ 荒川区及びＡＣＣの利用に係る機会損失等について   

P87 （１）利用料金納付 

に係る特例の

運用について 

 多目的ホールの利用に係る利用料金の

納付について、サニーホール条例施行

規則及びムーブ町屋条例施行規則第１

２条に特段の定めを置いており、区及

びＡＣＣが利用する場合には、利用日

の前日までに納付することができるも

のとしている。 

 現状、利用者が利用料金を納付するの

と同時に、利用者から利用申請書を受

領し、利用承認書を交付する運用がな

されている。このため、利用日の前日

もしくは利用日当日までの間、正式な

利用申請及び利用承認は行われず、仮

予約の状態が継続している。 

 条例等に定める利用料金納付の特

例の対象となる施設は多目的ホー

ルのみであり、サニーホールのコン

サートホールやムーブ町屋の会議

室（ハイビジョンルーム）等は対象

とされていない。しかし、実際には、

コンサートホール等についても、利

用料金の納付の特例を適用した運

用がなされている。 

 

 

 

 

 

 荒川区の芸術文化施策に大きく貢献する事業

である場合や、荒川区の区政遂行上、必須の

事業である場合が多いことを踏まえ、その便

宜を図り、弾力的な運用を認めているものと

考えられる。多目的ホール以外の施設に関し

ても必要な運用と判断するのであれば、サニ

ーホール条例及びムーブ町屋条例に明確に定

めるべきである。 

 原則に立ち返り、条例施行規則

で定められた納付日を遵守する

よう、ＡＣＣを含めた各所管課

へ定期的に周知を徹底する。 

対応済 
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標題 現状 課題 意見 対応状況 

P87 （２）ＡＣＣの利用

に係る機会損

失等の回避に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状、利用者が利用料金を納付するの

と同時に、利用者から利用申請書を受

領し、利用承認書を交付する運用とさ

れている。ＡＣＣの場合には、利用日

の前日もしくは利用日当日までの間、

正式な利用申請及び利用承認は行われ

ず、仮予約の状態が継続している。 

 ＡＣＣが予約後に、利用の変更や取消

を行った事案のうち、結果的に他の利

用がなされなかったものは、２６年度

実績で、サニーホールで４件（４５千

円）、ムーブ町屋で４件（２４４千円）

であった。 

 種々の都合により利用日の変更や

取消を行うことがあり得るが、仮予

約期間中における利用日の変更（も

しくは取消）は、指定管理者の利用

料収入に係る機会損失といった面

だけでなく、一般利用を阻害するお

それがある。 

 ＡＣＣにも種々の理由があると思うが、可能

な限り、仮予約期間中の日程変更を少なくす

るとともに、特に、利用日間近での変更（も

しくは取消）は厳に慎むようＡＣＣに申し入

れる等、対応を図る必要がある。 

 利用機会の損失状況は ACC も含

めて平成 28年 9月に関係所管へ

注意喚起を実施している。 

 今後も定期的に機会損失状況を

周知し、各利用者による不要な

予約の抑制を求めていく。 

対応済 

P89 （３）荒川区の利用

に係る機会損

失等の回避等

について 

 区が予約後に、利用の変更や取消を行

った事案のうち、結果的に他の利用が

なされなかったものは、２６年度実績

で、サニーホールで２件（７２千円）、

ムーブ町屋で９件（７２千円）であっ

た。 

  区の利用における仮予約時のキャンセルの抑

制について、庁内で周知徹底を図っていると

のことであるが、今後とも、直前キャンセル

を抑制し、利用料に係る機会損失の発生を回

避するとともに、一般利用者の利用を阻害す

ることの無いよう改善を図る必要がある。 

 利用機会の損失状況は ACC も含

めて平成 28年 9月に関係所管へ

注意喚起を実施している。 

 今後も定期的に機会損失状況を

周知し、各利用者による不要な

予約の抑制を求めていく。 

対応済 
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標題 現状 課題 意見 対応状況 

Ⅴ 支出・施設管理関連について   

１ 人件費関連について   

P93 （１）ムーブ町屋に

おける人員配

置について 

 平成２７年度においては、平成２８年

２月末に副館長が退職し、平成２８年

３月１日に、当時の受付・事務担当者

（常勤）が副館長に昇格したが、昇格

に伴う、常勤職員の補充がなされてお

らず、非常勤の受付・事務担当者で賄

っている状況である。受付・事務業務

については、必要最低限の人数で回し

ている状況とのことである。 

 職務上の責任を明確にし、安定的な

業務提供を行うことを趣旨として、

企画提案書上、常勤職員（正規雇用

職員）２人を中心に、非常勤職員（パ

ート・アルバイト）２人を加えた計

４人によって、受付・事務業務を行

うことを提案したものと考えられ

る。 

 具体的な問題は生じていないものの、単に人

件費負担の観点だけでなく、責任をもった安

定的な業務提供を行う体制として、少なくと

も１人は構成員の正規雇用職員を配置するこ

とが望ましいものと考える。 

 区と指定管理者で協議し、企画

提案書上で示された常勤職員

（正規雇用職員）２人の体制と

同等の体制が果たされる事を確

認し、フルタイム勤務者の配置

を認めている。また、正規雇用

職員である館長級若しくは副館

長級の人員は経験や実績のある

職員であり、責任ある業務体制

は果たされている。 

見解の相違 

 （２）荒川区への提出書類について   

P94 ④ 賃金台帳及び賃

金台帳一覧表の

集計方法等につ

いて 

 サニーホールの賃金台帳一覧表等の記

載内容について、受付・事務担当者（常

勤）の労働時間数等が記載されていな

いなどの状況であった。 

 ムーブ町屋の賃金台帳一覧表等の記載

内容について、総労働時間数の記載が

誤っている、みなし残業代がある社員

の労働時間が、みなし残業代に相当す

る時間数を除いたものになっている、

総労働時間数に深夜労働時間数が含ま

れていないなどの状況であった。 

 現状、区への労働時間に関する報告

について、特段のルールを定めてお

らず、指定管理者構成員間において

も、労働時間の集計方法に相違があ

り、区が実労働時間の把握ができ難

い状況である。 

 今後、区において、集計範囲等を明確化し、

報告内容を統一することが望ましい。 

 現在、各賃金台帳一覧表は各社

で作成した台帳を提出させてい

る。 

 集計範囲等を明確化し、報告内

容を統一的な取扱いとした。 

対応済 

P95 ⑤ 雇用契約書につ

いて 

 現在、株式会社コングレ及び株式会社

共立の契約社員については、当該雇用

契約書が提出されているが、株式会共

立に雇用される期限の定めのない職員

については、毎年度、雇用契約書を締

結している訳ではないため、雇用契約

書の提出はなされていない。 

 区が、指定管理業務に従事する者の

雇用条件等に不適切な点が無いこ

とを確認することができない。 

 雇用契約書の提出を受ける趣旨を踏まえ、当

該、雇用期限の定めのない職員についても、

その者の雇用条件等を記載した文書の提出を

受けることが望ましいものと考える。 

 平成 30年度の新協定期間から指

定管理者に就業規則や給与規定

等の労働基準法関係書類や各種

保険関係書類の届出を義務付け

ており、労務状況の確認を適切

に実施する予定である。 

対応済 
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標題 現状 課題 意見 対応状況 

P95 （３）舞台技術スタ

ッフの増員に

係る人件費に

ついて 

 株式会社共立は舞台技術関連業務を分

担しているが、各館に配置されている

人員以上に、補助要員や増員が必要と

なった場合には、本社より人員を派遣

等して対応している。その人件費につ

いては、平成２４年度までは、指定管

理業務の収支報告書上、人件費に含め

て計上されていたが、平成２５年度以

降は、株式会社共立の本社経費の中に

含めている 

 舞台技術スタッフの補助要員もし

くは増員分の人件費は、サニーホー

ル及びムーブ町屋の管理運営に必

要な直接経費であり、本社経費とし

て報告することは望ましくない。 

 従前のように、人件費の一部として収支報告

をするよう、指定管理者を指導することが望

ましいものと考える。 

 平成 30 年度の新協定期間から、

施設運営上必要な人員の経費は

全て人件費に盛り込むよう求め

る。 

 

対応済 

 （４）「直接取引」に要する人件費について   

P95 ① 指定管理業務の

収支報告書への

計上について 

 利用者の利便性の向上のため、舞台技

術スタッフの派遣サービスなど、指定

管理者との直接取引に係る収入支出を

収支報告に入れていない。 

 利用者から受領した金額を収入計上し、当該人件費についても、支出額を当初の予算

設定の段階から見積もるとともに、その実績額を指定管理者の支出（人件費）として

計上する必要がある。 

 平成 30年度の新協定期間から指

定管理者構成団体による直接取

引は、荒川区民会館と同様に収

支報告書に盛り込むよう求め

る。 

対応済 

P96 ② 受注方法につい

て 

 利用者から増員を希望された場合、サ

ニーホール及びムーブ町屋ともに、「人

件費発注確認書」を作成した上で利用

者の自署をもらっており、毎月、当該

月の直接取引分を「舞台特別対応費集

計表」として取りまとめている。 

 サニーホールにおいては、継続的にホ

ールを使用する企業より、毎回のよう

に要員の配置を要請されているが、毎

回、電話で依頼されることから、これ

に関する人件費発注確認書は作成して

いない。 

 ＡＣＣの利用分については、サニー

ホールの窓口ではなく、株式会社共

立の本社とやり取りをしているた

め、舞台特別対応費集計表には集計

されない。 

 人件費発注確認書は作成していな

いため、利用者からの申込の意思表

示を明らかになっていない。 

 収支報告書に直接取引の収支を計上するため

には、受付窓口の別なく集計すべきものと考

える。 

 利用者からの申込の意思表示を明らかにする

ためにも、人件費発注確認書を取り交わして

おくことが望ましいと考える。 

 本社業務での受付分は指定管理

業務に含まないが、構成団体管

理のため、管理施設における本

社業務での受付分を区に報告す

るよう指導した。 

 トラブル防止のため、継続的に

使用する利用客であっても人件

費発注確認書を取り交わすよう

指導した。 

対応済 
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２ 保守点検作業報告書に係る取扱方針の明確化について   

P97   施設等の維持管理に係る実施状況に関

する業務報告書については、年次の事

業報告書における「年間管理実施表」

にて実施日、実施回数、実施者人数が

報告されている。また、月次の報告資

料として、「日暮里サニーホール業務報

告」が毎月作成されており、保守・点

検の実施状況が適時に報告されている

ことが確認できた。ただし、保守点検

作業報告書については、区に提出され

ているものと提出されていないものが

混在する状況であった。 

 保守点検作業報告書については、そ

の内容について問題があれば、指定

管理者から報告を受けることとし

ており、今般の監査では、指定管理

者から区への情報伝達の不備は認

められなかった。しかし、情報伝達

の不備により、重要な情報が区に適

時に伝達されないリスクは存在し

ている。 

 指定管理業務の品質水準を一定以上に保つた

めには、保守点検作業報告書等の点検結果に

係る報告書の入手の要否については、所管課

の裁量に全面的に委ねるのではなく、発生可

能性、金額の多寡、中期・長期事業計画上の

重要性、法定点検に該当するか否か等を勘案

し、区として一定の方針を定めておく必要が

ある。 

 指定管理者との情報共有が円滑

に行えるよう、書類等の区への

提出の要否を確認し、区として

の取扱いを整理する。 

今後実施 

 

３ 修繕費及び資産管理関連について   

 （１）ラングウッド分担金の共用部分計画修繕工事について   

P102 ① 営繕課による工

事金額の検討に

ついて 

 共用部分の工事については、区分所有

者である区と三菱ＵＦＪ信託銀行株式

会社との間において、持分割合により

按分して負担している。共用部分計画

修繕工事の区の負担割合は０.２６２

３であるが、按分前の工事金額として

考えると、１３０万円を超える工事等

が複数存在する。 

 按分後の区の負担金額を基準とす

ると、工事金額が１３０万円より低

くなることから、当該金額の妥当性

については所管課のみで検討され

ている。 

 按分前の金額を考慮した上で、工事の内容に

よっては、営繕課にて参考積算をすることも

有用なものと考える。 

 共用部分の工事は建物管理者が

実施を決定しており、区は建物

入居者として面積等による応分

の負担をしている。 

工事内容の妥当性については、今

後も必要に応じて営繕課へ相談

をしていく。 

対応済 

P102 ② 共用部分計画修

繕工事に係る負

担割合の見直し

について 

 共用部分計画修繕工事については、区

分所有割合に応じて設定されている。 

 ラングウッドビルは、文化施設であるサニーホールの他にホテル及び社交ダンス練習

場が入る地上１３階地下３階の建物である。現状、文化施設及び旧スポーツ施設を併

せた区分所有割合により算定された負担金を、建物等の管理業務協定書に基づき、区

より、管理業務受託者である株式会社グリーンホスピタリティーマネジメントに対し

て支払われている。しかし、文化施設とスポ－ツ施設の面積割合として考えると、文

化施設の負担割合（０.２６２３）を、文化施設が（０.１４３９）とスポ－ツ施設が

（０.１１８４）とに分けることで、各事業の一層正確な収支を把握することが可能と

なるものと考える。今後、実態に応じて見直しを行うことが望ましいと考える。 

 文化施設とダンス施設の面積割

合で按分する事で、各施設の正

確な収支の把握が可能になるた

め、一部費用では対応済である。 

 一方で、各運営事業者が支払う

日常的な管理費と異なり、共用

部分計画修繕工事費は、所有者

として区が一括して支払う事に

も合理性があると考える。 

見解の相違 
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 （２）ムーブ町屋の設備等の状況について   

P103 ① 空調設備につい

て 

 空調設備の一部について老朽化が著し

く、十分な温度及び湿度の管理が困難

になっている。なお、平成２９年６月

までには所要の修繕工事を実施する。 

 当該空調設備はピアノの保管庫も

対象となっており、湿度等の影響を

受けやすいピアノに問題が生じる

可能性があったが、２８年度中の修

繕が実施されていなかった。 

 指定管理者から区に対しては、修繕の依頼を

行っていたが、様々な理由により緊急対応が

できなかった点は理解するところであるが、

ピアノのような高額な備品等に影響を与える

恐れがある場合には、できる限り早期の対応

を図り、影響を最小限にとどめることが必要

である。 

 平成 29年 6月に修繕工事を実施

した。 

対応済 

P103 ② 防犯カメラにつ

いて 

 区と指定管理者であるさくらグループ

との間で締結されている防犯カメラの

運用に関する覚書においては、画像デ

ータを保存すべきこととされている。

なお、平成２９年６月までには所要の

修繕工事を実施する。 

 現状、防犯カメラのカレンダー機能

に問題が生じており、保存された画

像の日時が確認できない状況であ

る。 

 ムーブ町屋の利用者の安全及び安心を確保す

るためにも、早急に対応することが必要であ

る。 

 平成 29年 6月に修繕工事を実施

した。 

対応済 

 （３）備品等の管理状況について   

P104 ① サニーホール関

連分 

 備品台帳から現物を照合した結果、既

に廃棄されていた黒板３件が備品台帳

上に記載されたままとなっていた。ま

た、備品の現物から備品台帳に計上さ

れているかを確認した結果、台帳に登

録されていないと思われる備品があっ

た。 

 指定管理者に貸与している備品については、区の所管部署ごとに、独自様式による指

定管理者との間の取得・移動・除却情報の伝達が行われているが、新地方公会計制度

（東京都方式）に移行し、固定資産台帳も整備されつつある現状においては、資産管

理の重要性を鑑み、区で統一した報告様式による管理を行うことが必要なものと考え

る。 

 備品の廃棄等の更新情報につい

て、区と指定管理者間での共有

を徹底し、適正な備品の管理に

努める。また共有方法について、

統一した様式等を定めた。 

対応済 

P105 ② ムーブ町屋関連

分 

 ホワイトボードが悪質な利用者により

壊され、原状回復されていなかった。

また、指定管理者に対する貸与備品に

ロッカーが含まれているが、実際は、

就労支援課（ＪＯＢコーナー町屋）に

て使用されているものであった。なお、

ロッカーについては、監査時の指摘を

受け就労支援課へ所管替えを行った。 

 ホワイトボードについては、発生予測が不能なものであり、事前に対応することは困

難であったと思われる。不適切な利用者を発見した場合には、直ちに注意するととも

に、必要な場合には、原状復帰費用を請求する等の対応が必要である。また、ロッカ

ーについては、指定管理業務に不要なものであれば、無償貸与備品の対象から除外し、

就労支援課に所管替を行う等の対応が必要である。 

 利用後の備品破損等は責任の立

証が困難であるが、不適切な利

用者が確認された場合は適切な

対応を実施する。 

 就労支援課にて使用されている

実態があるロッカーについて

は、就労支援課へ所管替えを実

施した。 

対応済 
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P105 （４）備品等（Ⅱ種）

の取扱いにつ

いて 

 指定管理者は、指定管理業務のために

供する備品等を、自己の費用で購入又

は調達することが可能であり、これを

備品等（Ⅱ種）として区分している。

２７年度からの現指定期間において

は、基本協定書上、次の備品等（Ⅱ種）

が記載されている。 

 指定管理者は、記載以外にも自社で

調達した備品等を事務室等に持ち

込み、使用していた。これは、特に

備品等（Ⅱ種）の定義としては、自

己の費用で購入又は調達した備品

等といったものしかなく、金額の基

準等も定めていなかった。また、備

品等（Ⅱ種）を定めて、基本協定書

に、その一覧を添付する意義も明確

ではなかった。 

 備品等（Ⅱ種）の取扱いについては、区及び

指定管理者双方にとって、意味ある定めとな

っておらず、あらためて定義を再確認すると

ともに、基本協定書に、その一覧を添付する

必要性を検討することが必要である。その結

果、備品等（Ⅱ種）を基本協定書に定める必

要があるとのことであれば、指定管理者が購

入又は調達した備品等で、実際に持ち込み使

用しているものを確認し、毎年度、これを更

新する等の対応が必要である。 

 平成 29年度に実施される新たな

指定管理者制度の実施に伴い、

備品等の取扱いを明確化した

（備品Ⅰ～Ⅲ種という区分で定

義を明確に定めた。）。 

対応済 

４ 区分所有施設に係る長期的な大規模改修方針の策定について   

P108   サニーホール及びムーブ町屋は区の単

独施設ではなく、区分所有施設である

ことから、建物の躯体や共有設備に関

わるような改修工事を実施するにあた

っては、他の区分所有者との合意形成

が必要となる。 

 区として、将来的なサニーホールの必要性を再検討し、その位置付けを明確にした上

で、区分所有者である三菱東京ＵＦＪ信託銀行株式会社及び実質的な所有者と言える

株式会社グリーンハウスと、どのような方針で大規模改修工事等に関する協議を行っ

ていくのか、区としての基本方針を定める必要がある。 

 センターまちや管理組合においては、特別修繕積立金の積立や共用設備を含む施設の

修繕・改修工事を行っており、通常総会には、所管課の課長が出席している。当該工

事の内容や積立金の積立額等が、長期的な観点からの予防保全に資するものとなって

いるのか等についても検証し、区分所有者の立場で意見を表明していくことが必要な

ものと考える。 

 区として必要な検討を進めてい

く。  

 

検討中 

 


